
（様式２）

配点（標準点） 指定管理者自己評価 市評価

1 2(1) 2 1

2 2(1) 2 2

4 4 3

3 4(3) 4 3

4 4(3) 4 4

5 4(3) 4 2

6 4(3) 4 4

7 4(3) 4 3

8 4(3) 4 4

9 3(2) 3 2

27 27 22

10 5(3) 5 5

11 5(3) 4 3

10 9 8

12 5(3) 5 4

13 5(3) 4 3

14 5(3) 5 5

15 14 12

15 12(5～7) 10 7

16 5(3) 5 4

17 5(3) 5 4

18 3(2) 3 3

19 3(2) 2 2

20 2(1) 2 2

21 2(1) 2 2

32 29 24

22 3(2) 3 2

23 3(2) 2 3

6 5 5

24 2(1) 2 2

25 2(1) 1 2

26 2(1) 2 2

6 5 6

100 93 80

小計

合　計　点

指定管理業務への姿勢
積極的な管理運営、市に協力的であるか
地域や民間事業者と円滑な関係を構築しているか

市に協力して積極的な管理運営を行った。また、

地域や関係団体との円滑な関係構築に努めた。

Ⅶ　その他

活動指標
設定した指標の目標値（開館日、情報発信回数）を達
成しているか。

開館日は100％（コロナ対策の臨時休館、地震後

の点検のための臨時休館を除く）であった。情報

発信は100％で達成できた。

成果指標
設定した指標の目標値（施設利用者数）を達成してい
るか。

コロナ及び福島県沖地震による臨時休館の影響等

により施設利用者数は前年比約93％、コロナ前の

前々年比では約58％であった。申請時の目標値で

は約85％であった。(8月23日～9月23日まで「ま

ん延防止等重点措置」のため休館。3月17日～18

日まで福島県沖地震の安全点検のため休館実休館

日数27日）

新型コロナウイルス対策や福島県沖地震の
影響があった中で、利用人数が前年度比で
約93%を達成したことは評価できる。

Ⅵ　雇用及び地域経済への配慮

雇用・労働条件への配慮
労働基準法等の労働関係法令、郡山市公契約条例等の
順守がなされているか。
労働条件への配慮は十分か。

労働基準法等の労働関係法令、郡山市公契約条例

等を遵守した。また、法定を上回る有給休暇の取

得ができるような環境づくりに努めた。職員（臨

時含む）に対しては、コロナ対策としてワクチン

休暇などが取得可能になっている。

ワクチン接種後の休暇等、労働環境へ配慮
している点は評価できる。

地域経済への配慮
計画通りに市内からの職員採用を行っているか。
再委託は計画通り適正に行われているか。
市内事業者への再委託を行っているか。

職員はすべて市内から雇用した。再委託業務は計

画書のとおり行い、可能な限り郡山市内の業者に

発注した。

職員及び再委託業者が全て郡山市内の者で
ある。

小計

備品の管理 備品が適切に管理されているか。

損傷・滅失することなく、台帳との整合性もとれ

るように適切に管理した。新たに寄贈された剥製

についてはクリーニングを行い、展示室の展示替

えを行った。

台帳が整備されている。

持ち込み物品等の管理
持ち込み物品等が適切に管理されているか。
（例：持ち込み物品等管理簿、表示　等）

管理簿を整備し、適切に管理した。

小計

建物・設備等の点検や危険個所の把握を日常的に

行い、安全に利用できるよう努め、雨天時の足元

注意などの注意看板を設置した。管理人は毎日施

設内、敷地内の点検を行い、異常があれば管理セ

ンターに連絡している。また、リスク対応のため

保険に加入した。

再委託業者に加え、週２回職員による巡回
も行っており、安全性が確保されている。

清掃・衛生・美観維持
利用者が快適に利用できるような状態が保持されているか。
市の指定管理施設にふさわしくないチラシやパンフレットの陳列、ポス
ター掲示等はないか。

施設清掃、廃棄物処理等を計画どおり実施し、快

適に利用できるように努めた。管理人は毎日敷地

内の清掃を行い、必要に応じて施設内のトイレ清

掃も実施している。また、不適切掲示物等を発見

した場合、速やかに撤去した。

落葉被害が無いよう、管理業務の中で清掃
活動を行っている。

Ⅴ　適切な施設の維持管理

施設・設備の保守管理
法定点検が確実に行われているか。
施設・設備が適切に利用できるような状態が保持されてい
るか。（修繕を含む。）

法定点検・定期点検を遺漏なく行った。また、修

繕等が必要な場合は、可能な限り速やかに実施

し、適切な保守管理に努めた。敷地内の樹木につ

いても異常がないか観察している。繁茂が著しい

中木程度の樹木は適宜枝打ちや剪定を行ってい

る。

修繕や予算要求等適切に行っている。
今後、日常点検時には、記録簿等の整備を
して欲しい。

安全の確保
建物・設備等が安全に利用できるような状態が保持さ
れているか。

法令等遵守
法令、条例等に基づき、必要な点検、報告、手続き等
を行っているか。

各種届出、報告、書類提出、協議、相談を適切に

行った。また、地域や関係機関との連絡調整も適

切に行った。地震や警報時の点検で被害があった

際は逐一報告し、事務局とも共有している。ま

た、管理人とも情報共有している。

個人情報保護
個人情報保護に関する規定が整備されているか。
個人情報の漏洩、滅失等の事故防止対策を講じているか。

当社規程に基づき適切に管理し、情報の漏洩、滅

失等の事故防止に努めた。

連絡調整
協定書等に従い、市への各種届出、報告、提出、協議、相
談等を適切にしているか。
市や地域、関係機関との連携調整を適切に行っているか。

各種届出、報告、書類提出、協議、相談を適切に

行った。また、地域や関係機関との連絡調整も適

切に行った。地震や警報時の点検で被害があった

際は逐一報告し、事務局とも共有している。ま

た、管理人とも情報共有している。

市への協議の外、伐採基準等の届け出を
行っている。

小計

Ⅳ　管理を安定して行う人的、物的能力その他経営上の基盤

人員・研修体制
人員の配置、勤務実績、労働環境等は適切か。
必要な資格、経験等を有する人員が確保されているか。職
員に対し研修を実施しているか。

資格の有無や経験等踏まえ、他施設と兼務しなが

ら適切なな人員配置を行った。遊具の点検講習や

コロナ対策講習会に参加し、職員の能力向上に努

めた。樹木医・公園管理士の資格を持つ方に立木

や草花のことを指導してもらっている。また、日

本野鳥の会郡山支部の会員から野鳥観察について

レクチャーを受けている。さらに、労働環境とし

て、コロナ関連休暇を一律で取得可能となってい

る。

新型コロナウイルス対策講習会を実施して
おり、労働環境への配慮がみられる。

収支状況 収支予算書どおりの収支状況となっているか。

収支状況は概ね良好で、指定管理会計の収支及び

他会計繰入金を除いた収支はともに黒字てあっ

た。コロナ禍の中でも利用団体の確保に努めてい

る。また節電等経費削減にも努めている。

指定管理会計の収支及び他会計繰入金を除
いた収支はともに黒字てあった。

収入確保の取組みを推進しているか。
指定管理料を含め、支出が適正に行われたか。

複数業務の一括発注に努め、支出は適正に行っ

た。また、独自の収入確保の手段について検討し

た。コロナ禍の中でも利用団体確保に努力してい

る。

業務委託の一括発注により、支出を抑える
工夫が見られる。

小計

小計

Ⅲ　管理経費の縮減

帳簿管理・経理

帳簿等は適正に管理されているか。
契約にあたり、適正な経費算定（積算）が行われた
か。業務委託や修繕について適正な監督、検収が行わ
れたか。

当社規程に基づき、厳格に帳簿等を管理した。契

約等の業務においても、必要書類を整備し、適正

に行った。社外監事による監査、公認会計士によ

る会計指導を受けた。福島県の定期立ち入り調査

を受けた。

内部で会計監査を実施しており、適正かつ
厳格に管理させていた。

収入確保、支出の適正
化等、予算の執行状況

利用者アンケートの指摘には迅速に対応し、改善

点には対応した。CO2センサー導入している。換

気量の調査を行い、施設の適切な換気量を数値化

している。利用後の消毒セットを提供している。

剥製の備品増に伴い、クリーニングをして、展示

替えを行った。

アンケート結果及び対応が整理してある。

接客態度
言葉づかい、態度、電話対応、名札、服装等は適切
か。

常日頃から名札着用を徹底し、適切な言葉づかい

や態度を心がけて、受付・電話応対等にあたっ

た。公園管理センター職員から管理人に対して

も、受付・電話応対等の指導を行った。

職員の勤務態度等の苦情は見受けられな
かった。

苦情・要望の
把握・対応

利用者からの意見、苦情を受けて、迅速に対応できている
か。（記録簿整備を含む。）
特に重要な事案については、遅滞なく市へ報告している
か。

記録簿を作成し、苦情・要望・意見に適宜対応し

た。重要な案件については、速やかに市に報告

し、事務局とも情報を共有した。

利用者からの意見に対し、迅速に対応し、
市へ遅滞なく報告している。

事業実施状況
計画どおり事業が実施されているか。
サービス向上の取り組みがなされているか。

コロナ対策で日程変更を行った事業があったが、

概ね計画どおり事業を実施した。「カッコウの報

告会」に替えて実施した「野鳥講座」は会場の広

い大安場史跡公園ガイダンス施設で外部講師を招

いて実施した。また、事業実施に当たっては検

温、消毒など感染症対策を行い実施した。

新型コロナウイルス対策について、変更等
で柔軟に対応した部分は評価できる。

広報・ＰＲの実施
利用促進のための取組みを実施しているか。
（例：事業の開催案内、ホームページの管理　等）

ウェブサイトを作り情報発信を行っている。ま

た、イベント開催時にはポスター・チラシを作成

した。また、市の広報誌でも周知を行った。ウェ

ブサイトアクセス数は公社内で共有し、広報の充

実を図っている。

WEBにてPRを行っているがSNSによる広報を
今後増やしてほしい。

小計

Ⅱ　施設の効用の最大限の発揮

管理運営方針
市が示している管理運営方針及び仕様書に合致した、
施設の管理運営がなされているか。

管理運営に当たっては市の方針及び仕様書に則

り、適切に行った。新型コロナウイルス感染症ガ

イドラインの運用をしている。BPC、施設管理要

網、情報セキュリティ要網、施設の換気対策を策

定して運用している。外部委託している管理人に

も上記のことを共有し、利用者にの協力要請をし

てもらっている。大雨や地震などの際にもいち早

く現場を確認して報告し、危険個所については職

員が対応している。

概ね仕様書通りの運営がなされている。

市、関係機関、類似施
設、地元等との連携

市、他の指定管理者、関係機関、類似施設、周辺施設、地
元等との連携を図っているか。
（例：施設間の回遊・相互利用、地元とのタイアップ、積
極性　等）

事業等の実施に当たっては、関係機関、地元住

民・団体と連携・協力した。日本野鳥の会郡山支

部会員を事業の講師ににするなど、関係機関との

連携も行っている。

地元団体から講師を選任する等、連携を深
めている。

利用者アンケート
への対応状況

利用者アンケートによる指摘のうち、改善すべき事項
について対応を図っているか。

Ⅰ　市民の平等な利用の確保

平等利用
市民の利用にあたり、公平であるか。
（例：使用許可、使用料等の減免、利用の制限　等）

条例・規則に基づき、公平・平等な取り扱いを

行った。町内会等の公的団体については、減免団

体として使用料等の減免を行った。

五百淵公園との駐車場の相互利用等、平等
利用への取組が見られる。

危機管理、事故・災
害等への対策・対応

事故・災害発生時又は危険予測時の対策・対応が行わ
れているか。（例：マニュアル整備、訓練等）

3月16日の福島県沖地震の災害時には迅速に対応

した。BPC(業務継続計画）、施設管理要網を策定

している。危機管理マニュアルを運用している。

警報が出た際は、館内を巡回し危険個所の確認を

行っている。消防訓練を２回実施している。

危機管理マニュアルを整備し、仕様書通り
消防訓練を実施している。

指定期間 平成31年４月１日～令和６年３月31日 施設所管部課 都市構想部公園緑地課

評価項目 評価基準 自己評価コメント 市評価コメント 特記事項

令和３（2021）年度　指定管理者制度導入施設　管理運営評価結果書

施設名称 郡山市野鳥の森学習館 施設区分 施設管理型

施設所在地 郡山市菜根四丁目８１番 指定管理者 公益財団法人郡山市文化・学び振興公社

（様式２）

令和元（2019）年度

5,179

301

8,058

Ａ

令和２年３月は新型コロナ
ウイルス感染症の影響で利
用者が少なかった。

【一次評価（指定管理者による自己評価）】

点数

【二次評価（市による評価）】

点数

【改善のための行動計画】

行動計画
【前年度の指摘事項】
・利用者アンケートにおいて要望が上がっていた件について、より積極的に改善を検討・実施し、問題解決に取り組むこと。
・日常点検等、日々の細やかな業務においても記録管理を徹底すること。

【改善対応状況】
・アンケートの要望について実施対応できるものについては対応しているが、駐車場問題や自販機のことについては、郡山市所管課と協議を行いながら検討していく必要があ
る。駐車場については、譲り合いや複数の同乗、送迎の奨励を行っている。
・日常の点検について管理人にも記録管理を要請し、記録している。

評価 評価内容

Ａ 80

【総合評価（評価できる点等）】
・地元団体と良好な関係を築き、施設内の美化活動に取り組んでいる。
・災害発生時に迅速な現場確認及び報告を行っている。
・計画的な予算要望を行っており、修繕が進んでいる。

【次年度に向けて改善を望む点】
・日常点検時の記録簿の整備。
・SNS等を用いた広報の実施。

評価 評価内容

Ｓ 93

【総合評価（評価できる点等）】
　コロナ禍の厳しい状況の中で最大限の維持回復に注力し、サービスが低下したものとは考えておりません。対策を含め、安心安全に利用できる施設としての管理運営を行った評価としています。
　・施設利用に際しては、条例や規則に基づき公平・平等な取り扱いを行っている。
　・施設内、敷地内の清掃を行い美化に努めている。
　・利用団体と連絡を密にして、利用料金の支払いについては利用時に施設で行うなどの配慮している。
　・五百淵公園の野鳥情報などを掲示している。
　・実施事業に於いては新型コロナウイルス感染症対策を行い、感染拡大もなく実施することができた。
　・CO₂センサーを購入して、二酸化炭素の飽和度を測定しており、換気量調査も実施している。
　・新規に寄贈された剥製のクリーニングを行い、展示室の展示替えを行った。
　・管理人は展示室の解説も行っており、団体が利用する際はアルバイトも雇用して五百淵公園での野鳥観察も行うなどして対応した。
　・五百淵公園のため池のアオコ発生の状況を観察して、異臭発生情報などの収集を行っている。
　・外来種のカミキリムシ被害の有無を確認し郡山市へ報告した。（その後も注意して確認を続けており、五百淵公園の同情報についても収集に心がけている。）
　・BCP（業務継続計画）、施設管理要綱、情報セキュリティ要綱を策定して運用している。
　・コロナ休暇を取得可能にするなど、労働環境への配慮も行っている。
　

【次年度に向けて改善が必要な点】
　・敷地内の樹木（松）が老木化しているので、経過観察が必要（高木で枝葉が繁茂しているものが多いので、仮に伐採となると指定管理費内では賄いきれない）。
　・五百淵公園へ降りていく園路の舗装が劣化しているので、傷み具合の経過観察を行う。必要となれば修繕または営繕要求を行っていく。
　・野鳥観察会は五百淵公園が里山再生事業で工事を行う期間となっているため、他の公社管理施設で行うことも検討する必要がある。
　・新型コロナウイルス感染症まん延禍のもとではあるが、利用団体には継続して利用してもらえるように要請していく。
　

　
　

サ　ー　ビ　ス　向　上　対　策

寄贈されたはく製のクリーニングを行い、展示室の展示替えを行った。

コピー機（耐用年数が過ぎており部品交換や消耗品補給が不能、備品から除却を申請）が利用できないので、簡易コピーができるプリンターを設置している。

利用料金の支払いは利用日当日でも可能とし、当該施設で受領可としている。また、管理センター（大安場史跡公園）でも受領可としている。

備　　考
新型コロナウイルスや福
島県沖地震による影響が
大きかった。

新型コロナウイルスや福
島県沖地震による影響が
大きかった。

16,699

二次評価
（市の評価） Ｂ⁺ Ａ

利用者数 (人) 5,028 4,671

15,896

利用料金収入 (千円） 254 248 803

指定管理料 (千円) 5,022 5,695

実　　　　　　　　績

令和２（2020）年度 令和３（2021）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 合計

30
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90

100
市民の平等な利用の確保

施設の効用の最大限の発揮

管理経費の縮減

管理を安定して行う人的、物的能力その他経営上の基盤適切な施設の維持管理

雇用及び地域経済への配慮

その他

指定管理者の自己評価

市の評価

【各評価区分における得点率】


